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災害対応支援本部の目的と考え方　　ー　目　的 ： 議会組織として災害対策本部の支援を行うことで、市民のための災害対応に尽力する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 考え方 ： 災害対策本部の基準・考え方を準用した支援本部の運営を行うものとする　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　 

災害対策本部BCPの考え方

箕面市議会の災害対応　ー　［災害対応支援本部］の設置基準と考え方

①

②

③

④

(４)被害規模が小さく通常業務が並行した場合の議会事務局の位置づけについて

災害対策本部BCPの考え方 ポイントごとの支援本部と議会事務局の動き

　　　　支援本部　　　　　事務局
①-②　設置なし　　　　　災害対策業務
　　　 ※安否確認のみ
②-③　設置あり　　　　　レベル1-2業務
　　　 議事判断　　　　
③-④　設置ありor解散　　レベル２-3業務

④　　 解散　　　　　　　通常業務体制

（１）支援本部設置の基本条件　①平日の市役所業務時間(8:45-17:15)内　②正副議長（職務代行者）の参集

(2)災害対応支援本部設置判断基準1

事務局ー災害対策・優先業務要員
※通常業務は優先再開業務に含まれる
※支援本部は通常業務に含まれていない

災害対策本部と連動した設置判断
　（開・閉）災害(1)段階（２４ｈ以内）　… 支援本部は設置しない →　議員安否確認のみ（サイボウズ）
　（開・閉）災害(２)段階（3日以内）　… 支援本部設置判断　　 →　議員安否確認のみ
　（開・閉）災害(３)段階（4日以降）　… 支援本部設置判断　　 →　議員安否確認のみ

(3)災害対応支援本部設置判断基準2

（開・閉）優先再開レベル(1)段階　…　支援本部設置判断　→　議員安否確認　※議会開催判断（議事BCP）
（閉・閉）優先再開レベル(2)段階  …　支援本部設置判断　→　議員安否確認・支援活動

①

②

③
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箕面市議会の災害対応　ー　「災害対応支援本部」の設置フローと体制・役割

箕面市議会

（市）災害対策本部の設置判断

市職員（参集・待機等）
ダイレクトメール設置決定

同タイミング・内容を全議員に自動配信

正副議長の参集判断
(議)災害対応支援本部の設置判断

（※設置しない場合は引き続き状況把握に努める）

支援本部設置決定 議長より参集指示
→エリア担当議員

　本部長（議長）

　副本部長（副議長・情報統括）

エリア担当議員（西・中・東）

災害対応支援本部の体制

※（議会）本部要員は支援本部参集を優先

副本部長協議（副市長・副議長）

○副市長・副議長間による協議調整（随時）

　・被災情報の共有、伝達、その他要調整事項等

（市）災害対策本部との連絡・調整窓口

【災害対策業務専念状態、優先再開レベル１】

　（１）安否確認（全議員）
　　○一次集約　→　サイボウズ上での自主連絡を義務化
　　　　　　　　　　※連絡不可、把握漏れのみ二次に移行
　　　　　　　　　　※安否、所在、要請可否等を集約（フォーマット）
　　○二次集約　→　電話等の可能な手段で支援本部からエリア担当議員が確認
　　　　　　　　　　※集約内容は一次と同様　

【再開優先レベル２以降、通常業務同時遂行状態】
　
　（１）安否確認（全議員）
　　○上記と同様

　（２）被害情報の収集（各議員）
　　○集約方法　→　各議員から随時支援本部に集約
　　　　　　　　　　※問い合わせの窓口はエリア担当議員
　　　　　　　　　　情報集約や問い合わせ対応を行う
　　○集約手段　→　①サイボウズ（常設スレッド・フォーマットに書き込む）
　　　　　　　　　　②LINE（グループ）③電話

　　　　　　　　　
　（３）情報・集約トリアージ（副本部長、エリア担当議員）
　　○エリアごとの被害・ニーズ情報集約・整理
　　○災害対策本部の発信情報の集約・整理

　
　（４）災害対策本部との調整（副本部長）
　　○副本部長協議　

　（５）集約情報の発信（支援本部）
　　○伝達手段→サイボウズ上へ集約情報をリアルタイムでUP

　（６）災害対策本部への協力（支援本部）
　　○支援本部からの協力依頼・結果集約を行う
　　○依頼方法→稼働可能な議員に支援本部から直接依頼を行う

支援本部の想定する主な役割・活動（議会運営を除く）
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地域での役割について・・・　①支援本部要員以外は地域での役割を最優先する
災害対策本部について・・・　②災害対策本部への直接的連絡は緊急時を除き行わない
 　　　　　　　 　　　　③災害対策本部への出入りは行わない
避難所について・・・　　　　④避難所の出入りについては各地区防災委員会の意向を尊重する
　　　　　　　　 　　　 ⑤地域の役割がある場合を除き、避難所での指示等は控える

箕面市議会の災害対応　ー　議員の支援活動時における活動原則　　　　　　　　　　　　　　　

　【災害対応マニュアル作成の目的】
　　①災害発生時における議会組織としての対応体制、活動内容・ルールを定めるとともに、議員主体の実働体制を構築すること。
　　②過去の経験（苦情等）もふまえ、【市】災害対策本部（避難所含む）への議会組織としての対応ルールを確立すること。
　　③災害対応支援本部のもと、出来る限りの支援活動を展開するための活動原則（以下）を定めること。

○シミュレーション訓練の企画実施、評価検証を行う

○地区防災委員会との関係構築（意向確認）を行う

（理想イメージ図）

議会としての活動原則
は次のとおり定める

水はどこでもらえるのか？

災害対応支援本部
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マニュアルの位置づけ、附則、及び更新

位置づけ 本マニュアルは、「箕面市議会議会基本条例 第八章 第二十三条」の規定
に基づき制定する。

附則 災害対応支援本部の運用に関し、必要な事項は別途定める。

更新  制定：令和３年（2021年）９月６日　
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